
別紙様式3

※１　該当する案件に「〇」を記入（複数記入可）
※２　「仕様書」「LED化対象箇所一覧」等、質問対象を記入
※３　「第〇条」等項目を記入

NO. その１ その２ その３ 区分 項目 質問 回答

※１ ※１ ※１ ※２ ※３

1
この案件に関して、滋賀県のホームページ見
て分かったのですが、指名通知はないのです
か。

ありません。

2
この案件は業務の発注であり、取替工事があ
りますが、積算は県土木交通部の積算方法と
異なりますか。

異なります。

3

県土木交通部発注の工事となると、電気設備
工事１号、２号、３号によって請負金額が分
かれますが、この業務は金額による縛りはな
いのですか。

ありません。

5
対象箇所一

覧
番号No.2

ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載さ
れていますが、基準品の品番は20形となって
おります。どちらが正しいのでしょうか。ま
た、ランプの口金もお教え下さい。

20形です。
直管蛍光灯ソケットをそのまま流
用。

6
対象箇所一

覧
番号No.3

ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載さ
れていますが、基準品の品番は20形となって
おります。どちらが正しいのでしょうか。ま
た、ランプの口金もお教え下さい。

20形です。
直管蛍光灯ソケットをそのまま流
用。

7
対象箇所一

覧
番号No.4

備考欄に「器具交換」と記載されております
が基準品には「FL10W」と記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。器具交換
の場合は基準品となる器具の型番をお教え下
さい。

FL10W（東芝製）は現在設置のも
の。「器具交換」で実施。
基準品型番：MMK1101/06-N1

8
対象箇所一

覧
番号No.5

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

「器具交換」です。

9
対象箇所一

覧
番号No.7

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

「器具交換」です。

10
対象箇所一

覧
番号No.8

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

「器具交換」です。

11
対象箇所一

覧
番号No.9

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

正しいのは「器具交換」。
型番 LGB52095 LE9(Panasonic製)
に修正。

12
対象箇所一

覧
番号
No.10

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

「器具交換」です。

13
対象箇所一

覧
番号
No.12

備考欄に「電球交換」と記載されております
が基準品には器具の型番が記載されておりま
す。どちらが正しいのでしょうか。

「器具交換」です。

14
対象箇所一

覧
番号
No.13

ランプ種別には「直管蛍光灯40形」と記載さ
れていますが、基準品の品番は20形となって
おります。どちらが正しいのでしょうか。ま
た、ランプの口金もお教え下さい。

20形です。
直管蛍光灯ソケットをそのまま流
用。

15
対象箇所一

覧
番号
No.22

基準品に器具本体の型番のみが記載されてお
りますので、適合ランプの型番もお教え下さ
い。

電球型番は、LLD4000N CE1です。

滋賀県工業技術総合センター照明ＬＥＤ化業務　質問票

イ照度測定（施工前、施工後）：事務所衛生基準規則
第 10 条第１項に規定する室の
作業面の照度が適用される照明については、同規則の
照度検査方法により測定することとする。とあります
が、昨今の官公庁の施工で考えますと蛍光灯とLEDで
照度を比較する意味がないと言う見解があります。光
源の種類がそもそも違い比較にならないですし本来、
照度は設計の段階で器具の選定時に決定するものであ
る為です。

※蛍光灯－蛍光灯又はLED-LED同士であれば
　比較対象として意味があると思われます。

その点はいかがお考えでしょうか。

又、照度測定を実施する場合、夜間測定となり　ます
がお時間の方（残業）問題ないでしょうか。

※18時以降から約3時間～4時間程度。

・照度基準については、事務所衛
生基準規則第 10 条第１項の規定
「一般的な事務作業においては300
ルクス以上、付随的な事務作業に
おいては150ルクス以上とするこ
と」のとおりであり、蛍光灯・Ｌ
ＥＤの種類に関係なく、照度測定
（施工前、施工後）を実施願いま
す。

・照度測定方法については、屋内
照明と屋外照明で対応が異なり、
夜間に限らず測定ができる場合も
あるため、業者決定後、相談させ
ていただきます。

4
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※１　該当する案件に「〇」を記入（複数記入可）
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16
対象箇所一

覧
番号

No.3.13

LDG2DT-N/7･10MSO/C が廃番になっているの
で、人感センサーを別で取り付けるようにす
ればよいと思いますが、いかがでしょう。

廃番となっているため、ご提案の
とおり人感センサーは別途取り付
けることとします。

17
対象箇所一

覧
番号No.2

既設器具は40型となっていますが、基準品が
20型の型番になっています。40型でよろしい
でしょうか。

回答No.5のとおりです。

18
対象箇所一

覧
番号No.3

既設器具は40型となっていますが、基準品が
20型の型番になっています。40型でよろしい
でしょうか。

回答No.5のとおりです。

19
対象箇所一

覧
番号
No.13

既設器具は40型となっていますが、基準品が
20型の型番になっています。40型でよろしい
でしょうか。

回答No.5のとおりです。

20
対象箇所一

覧
番号

No.29.30

基準品はLU-SSIN25A52-T3SLですが、現地写
真にはPanasonic NYS35145LE9に赤丸がされ
ています。LU-SSIN25A52-T3SLとしてよかっ
たでしょうか。

No.29はソーラー蓄電式のため、
LU-SSIN25A52-T3SLですが、No.30
は電源式のため、Panasonic
NYS35145LE9です。


